
 

○議長（土屋清武君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１０分） 

   

          ◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（土屋清武君） 日程第５、議案第 51号  平成 29年度松崎町温泉事業会計補正予算（第

１号）についての件を議題といたします。 

    議案の朗読は省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。 

○町長（齋藤文彦君） 議案第 51号は、平成 29年度松崎町温泉事業会計補正予算（第１号）に

ついてであります。 

   詳細は担当課長をして説明します。 

           （生活環境課長 馬場順三君 提案理由説明） 

○議長（土屋清武君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

   これより質疑に入ります。 

  質疑を許します。 

○１番（伴 高志君） 営業外収益が１万 5000円、これは、町の部分になるんですか。 

○生活環境課長（馬場順三君） 先ほどご説明申し上げましたけれども、桜田地内の急傾斜工事

に伴いまして、８号源泉の配湯管の切替工事を行いましたけれども、工事が完了したことに伴

いまして、県から入って来る金額の補正を行うものでございます。 

○１番（伴 高志君） ちょっと関連しているか教えて欲しいんですけれども、桜田の遊園地・・、

視察でも５月に行きましたけれども、これは温泉を引いていくというような、そういう計画は

あるのでしょうか。そういう関連は特には・・。 

○生活環境課長（馬場順三君） 桜田の公園につきましては、温泉の方はすでに配湯がされてお

ります。 

○議長（土屋清武君）  ほかにございませんか。 

○５番（藤井 要君） 温泉の関係ですね。いろいろと加入者が今回もなんか４件くらい減りま

したよね。そういう関係で、これからも私も一般質問なんかもしていますけれども、なかなか

伸びていかないのが現状であると考えますと、これからの維持が大変になってくると・・、い

ろいろな面で老朽化も出てくるということで、収入の面でももう少しちょっと見直しが必要か

なとは考えるわけですけれども、その辺については、触れていませんけれどもどうでしょうか。 



○生活環境課長（馬場順三君） 議員がご指摘のように、いかに収益を確保するかというのが温

泉事業の非常に大きな課題になっております。 

  先だって、期間限定の加入金を下げた制度というのを新しく設けまして、実は、７月中に回

覧を回しまして、温泉を無料で配達しまして温泉気分を味わっていただいて、できればそうい

った加入に繋げていこうというような企画もやっておりまして、これには２件ほど申込みがご

ざいました。昨日、１件伏倉地内で無料配達を行いましたけれども、今月もう１件江奈地区で

そういった無料配達を行いまして、営業活動をやることになっておりますので、そういったこ

とを今後も継続して実施していきたいと考えております。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（土屋清武君）  質疑なしがないようでありますので、質疑を終結したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（土屋清武君）  異議なしと認めます。 

    よって、質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（土屋清武君）  反対討論なしと認めます。 

    次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（土屋清武君）  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

    これより議案第 51号  平成 29年度松崎町温泉事業会計補正予算（第１号）ついての件を挙

手により採決します。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

          （挙手全員） 

○議長（土屋清武君） 挙手全員であります。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   


